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選考結果通知書をＦＡＸする際は、

【雇用（予定）日】
【賃金見込み】
【求人票の労働条件と採用条件の相違】

欄も、必ず記入してください。

選考結果通知書から採用の報告
をする場合の注意点について！

※ここの記入がない場合、助成金センター
から申請書類一式を郵送できませんので、
必ず記入してください。



求人者マイページから採用の入力をする場合の注意点について

求人者マイページから選考結果を入力する場合、【雇用（予定）日】
【賃金見込み】【求人票の労働条件と採用条件の相違】欄も、必ず入力す
るようお願いします。

！

※ここの入力がない場合、助成金センター
から申請書類一式を郵送できませんので、
必ず入力してください。
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「雇入年月日」について

「雇入年月日」については、まず社員や従業員として、いつから在籍されているかを確認し
てください。「雇入年月日」は、事業主と本人との間で取り決めされた「在籍となる初日」の
ことをいいます。

通常は、「最初に出勤される予定の日」や「実際に出勤された日」となりますが、「在籍と
なる初日」と最初に出勤される日が異なる場合があるので、ご注意ください。

！
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１月１日 １月２日 １月３日 １月４日

以降出勤雇入日

日は会社休業日

※１月１日が雇入年月日

（例１）雇入年月日が休祝日に当たる場合

１月２３日 １月２４日

以降出勤雇入日（欠勤）

※１月２３日が雇入年月日

（例２）出勤された初日に欠勤された場合



ハローワークの紹介で対象労働者の方を採用しました。特定求職者雇用
開発助成金の手続きで事前に何かすることはありますか？
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よくある質問

① 雇入れ日が確定したら、紹介を受けたハローワークへ、選考結果

をＦＡＸ（※）又は求人者マイページより速やかに行ってください。

② 雇入れ日の属する月の翌月１０日まで（※）に、事業所の所在地を

管轄するハローワーク雇用保険適用課に、「雇用保険被保険者資

格取得届」を提出してください。

（※例えば、１０月１日が雇入れ日の場合、１１月１０日までに手続きをする必要があります。）

（※ハローワークの紹介状の裏面が「選考結果通知書」になっています。）

Ａ

上記①・②を行った後、特定求職者雇用開発助成金に関する特段の手続き

はありません。対象となる事業主には、対象労働者の雇入れ日から約５か月

後頃に、助成金センターより申請書類一式を郵送いたします。



ハローワークの紹介で対象労働者の方を採用し、ハローワークへの採用
の報告、雇用保険被保険者資格取得届も提出しました。雇入れ日から５
か月経過していますが、申請書類一式が郵送されていません。どうして
でしょうか。
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よくある質問

雇入れた対象労働者が、ハローワークの紹介日時点において、在職中であるなど

失業の状態でない場合。

雇入れた対象労働者が、支給対象期間内に既に離職している場合。

対象労働者の雇入れ日の前後６か月間に、事業主の都合による従業員の解雇（勧

奨退職を含む）がある場合。 など

申請書類一式は、支給要件を満たす可能性ある事業主にのみ郵送

しています。

そのため、事前に支給要件を満たしていない、又は不支給要件に

当てはまることが明らかである場合、郵送は行っていません。

Ａ

※以下のような場合は、申請書類一式は郵送していません。

もし、上記に当てはまらないにも関わらず、申請書類一式が届いていない場合は、
沖縄助成金センター（ＴＥＬ：０９８－８６８－１６０６）までご連絡ください。
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雇用保険被保険者資格取得届けに関するお問い合わせ先

安定所名 電話番号 所在地 管轄区域

ハローワーク那覇
雇用保険適用課

☎０９８－８６６－８６０９
（部門コード ２１＃）

〒900-8601
那覇市おもろまち1-
3-25 沖縄職業総合
庁舎４階

那覇市、浦添市、糸満市、豊見
城市、南城市、与那原町、南風原
町、八重瀬町、西原町、座間味村、
渡嘉敷村、久米島町、粟国村、渡
名喜村、北大東村、南大東村

ハローワーク沖縄
雇用保険適用課

☎０９８－９３９－３２００
（部門コード ２１＃）

〒904-0003
沖縄市住吉1-23-1
沖縄労働総合庁舎2階

沖縄市、宜野湾市、うるま市、北
谷町、嘉手納町、読谷村、北中城
村、中城村、金武町、宜野座村、
恩納村

ハローワーク名護 管理課 ☎０９８０－５２－２８１０ 〒905-0021

名護市東江4-3-12 

名護市、国頭村、大宜味村、東村、
今帰仁村、本部町、伊江村、伊是
名村、伊平屋村

ハローワーク宮古 管理課 ☎０９８０－７２－３３２９
〒906-0013
宮古島市平良字下里
1020

宮古島市、多良間村

ハローワーク八重山 管理課 ☎０９８０－８２－２３２７
〒907-0004
石垣市字登野城55-4
石垣地方合同庁舎1階

石垣市、竹富町、与那国町

令和２年１月より、ハローワークの雇用保険適用窓口（※）は、受付を16時までとなって
おり、16時以降は電子申請による申請・届出の集中処理を行うこととなっています。窓口で
の手続きを希望される際は、８時３０分～１６時００分までに来所するよう、ご協力をお願い
します。


